
 

 

 

平成３０年度第３回北広島市国民健康保険運営協議会 

 

日時：平成３１年１月２１日（月）午後 6 時～ 

場所：北広島市役所 ３階会議室３Ｃ 

 

 

～ 会議次第 ～ 

 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 審議事項  

 （１）北広島市国民健康保険税率の改定について ～別紙 

 

４ その他 

 

５ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ H30年度納付金算定（H29年度に算定）

保険税負担

した場合
激変緩和額

保険税

収納必要額
激変緩和額

保険税

収納必要額

H29税率

収納見込み額

比較

（不足額）

② ③（①-②） ⑤ ⑥（④-⑤）

総額 1,360,215千円 99,953千円 1,224,378千円 61,149千円 1,224,389千円 1,190,597千円 33,781千円

被保険者数 13,230人 13,230人 13,230人 13,230人 13,230人 12,985人 12,985人

1人当たり 102,813円 7,555円 92,546円 4,622円 92,546円 91,690円 2,602円

北海道割合 北広島市割合 北海道割合 北広島市割合

所得割 6.54% 7.43% 7.27% 7.46%

均等割 29,201円 22,455円 27,315円 22,553円

平等割 20,241円 25,242円 18,931円 25,352円

所得割 2.04% 2.36% 2.24% 2.39%

均等割 9,094円 6,388円 8,549円 6,461円

平等割 6,304円 8,376円 5,925円 8,473円

所得割 1.80% 2.16% 1.87% 1.98%

均等割 11,603円 9,568円 9,632円 8,785円

平等割 5,340円 4,461円 4,989円 4,675円

所得割 10.38% 11.95% 11.38% 11.83%

均等割 49,898円 38,411円 45,496円 37,799円

平等割 31,885円 38,079円 29,845円 38,500円

２ H31年度納付金算定 北海道において、2回目の仮係数による算定を実施 3 検証及び改定案算定

※H30.11.14北海道から通知 ※H30.12.5北海道から通知 ※H31.1.11北海道から速報値通知

⑧ ⑨（⑦-⑧） ⑪ ⑫（⑩-⑪） ⑭ ⑮（⑬-⑭） ⑱ ⑲（⑰-⑱）

総額 1,275,699千円 0千円 1,240,588千円 6,286千円 1,217,140千円 10,328千円 1,211,635千円 1,173,490千円 23,905千円

被保険者数 12,398人 12,398人 12,398人 12,398人 12,398人 12,398人 12,398人 12,398人 0人

1人当たり 102,896円 0円 100,064円 507円 98,172円 833円 97,728円 94,652円 1,928円

北海道割合 北広島市割合 北海道割合 北広島市割合 北海道割合 北広島市割合

所得割 7.81% 7.65% 7.75% 7.59% 7.68% 7.54% 0.19％ 2.6％

均等割 29,347円 24,194円 29,142円 24,020円 28,985円 23,865円 600円 2.8％

平等割 20,132円 27,289円 19,993円 27,093円 19,885円 26,918円 600円 2.4％

所得割 2.45% 2.50% 2.39% 2.44% 2.34% 2.39% 0.07％ 3.0％

均等割 9,418円 7,068円 9,209円 6,911円 9,024円 6,765円 200円 3.2％

平等割 6,461円 9,344円 6,317円 9,137円 6,190円 8,944円 300円 3.6％

所得割 1.91% 2.01% 1.60% 1.71% 1.77% 1.88% ▲0.17％ ▲7.4％

均等割 9,859円 9,097円 8,430円 7,739円 9,239円 8,497円 ▲500円 ▲5.7％

平等割 5,085円 4,726円 4,348円 4,021円 4,765円 4,415円 ▲400円 ▲8.7％

所得割 12.17% 12.16% 11.74% 11.74% 11.79% 11.81% 0.09％ 0.7％

均等割 48,624円 40,359円 46,781円 38,670円 47,248円 39,127円 300円 0.8％

平等割 31,678円 41,359円 30,658円 40,251円 30,840円 40,277円 500円 1.3％

応益割

53％

均等割

31％
4,200円

合計

12.22%

37,100円 平等割

17％

平等割

22％38,300円

【賦課割合】所得割の比率を高める

　　　　　　→　低所得者の負担軽減

医療分

7.64%

22,400円 標準保険税率 改定案税率

25,500円

応能割

44％

所得割

44％
応能割

47％

所得割

47％
後期分

2.44%

6,400円

8,600円

介護分

2.14%

応益割

56％

均等割

39％

8,300円

標準保険税率 標準保険税率 標準保険税率 H31年度

改定案税率
H31-H30 増減率

100,064円 98,679円 98,561円 ▲1,148円 96,580円 2.0％

1,221,963千円 ▲14,240千円 1,197,395千円 2.0％

12,398人 12,398人 12,398人 12,398人 12,398人 －

増減率

⑦ ⑩ ⑬ ⑯ ⑰（⑮+⑯） ⑲/⑱

1,240,588千円 1,223,426千円

激変緩和額
保険税

収納必要額

市町村個別歳入

歳出の加算減算

市積算保険税

収納必要額

H30税率

収納見込み額
不足額激変緩和額

保険税

収納必要額
激変緩和前 激変緩和額

保険税

収納必要額
激変緩和前

合計

12.13%

36,800円

37,800円

H30年11月　仮係数1回目 H30年12月　仮係数2回目 H31年1月　確定係数

保険税負担

した場合
激変緩和前

後期分

2.37%

6,200円

8,300円

介護分

2.31%

8,800円

4,600円

標準保険税率 標準保険税率 H30年度

保険税率

医療分

7.45%

21,800円

24,900円

13,230人 13,230人 12,985人 －

100,101円 97,168円 94,293円 2.8％

増減率

① ④ ⑥（④-⑤）

1,324,331千円 1,285,538千円 1,224,389千円 2.8％

審議事項（１）　北広島市国民健康保険税率の改定について

H29年11月　仮係数 H30年1月　確定係数 改定案

激変緩和前 激変緩和前
保険税

収納必要額

※市積算被保険者数

保健事業費を一般会計

繰入金で負担することで

1人当たり2,712円減額

軽減対策１

保健事業費を一般会計

繰入金で負担することで

1人当たり2,832円減額

軽減対策１

激変緩和措置

【前年度+2％】を

超える分を補てん

（自然増分は対

象としない）

軽減対策（道） 軽減対策２

市町村個別の歳入歳出の取扱い

■平成30年度の算定では、市町村ごとの個別の

歳入歳出を加算減算して保険税収納必要額

（⑥）を算出。

■平成31年度の算定では、全道で積算方法を

統一して保険税収納必要額を算出（⑮）。

⇒市において別途加算減算を実施（⑯）

⇒市積算による保険税収納必要額（⑰）を算

出し、これをもとに改定案税率を算出。

軽減対策２



H28 H30 H30 H31 H31 H31

資料１　1人あたり保険税収納必要額と北海道による激変緩和措置

100,227円
 　①100,101円

 ⑨100,064円  ⑩ 98,679円

激変緩和

(道) ④ 97,168円  ⑫ 98,172円

（94,154円） （94,154円）

③ 92,546円  ⑥ 92,546円

H31算定時

90,498円

※H30算定時

90,731円

仮係数①

 H30.11.14通知

　　仮係数②

　 H30.12.5通知

H28決算値

算定対象年度の

介護被保険者数

の割合により調

整するため、毎

年度変わる。

激変緩和措置

比較対象

   仮係数 　　 確定係数 　　確定係数

　 H31.1.11通知

 ⑬ 98,561円

 ⑮ 97,728円

（94,154円）

２
％

２
％

自
然
増
6.

71

％

北海道による激変緩和措置

・ 前年度と比較して2％を超える分を都道府県繰入金等により補てん

・ 自然増分は対象としない（保険税負担）

・ H30～H35の6年間の措置（3年ごとに見直し）

5,910円

⑤4,622円

②7,555円

1,608円

1,815円
（90,731+2％）

（90,498+2％+2％）

自
然
増
4.

44

％

⑪ 507円

4,018円

２
％

【⑩98,679円】-【激変緩和⑪507円】

＝【激変緩和後収納必要額⑫98,172円】

【⑨100,064円】

激変緩和に該当しない

自
然
増
3.

95

％

⑭ 833円

3,574円

【⑬98,561円】-【激変緩和⑭833円】

＝【激変緩和後収納必要額⑮97,728円】

3,574円

（H28:90,498

×3.95％）

２
％



１　比較パターン ２　保険税率 ３　限度額

現行税率 改定案 増減 増加率 現行税率 改定案 差

所得割 7.45% 7.64% 0.19% 2.6％ 医療 580,000円 580,000円 0円

均等割 21,800円 22,400円 600円 2.8％ 支援 190,000円 190,000円 0円

平等割 24,900円 25,500円 600円 2.4％ 介護 160,000円 160,000円 0円

所得割 2.37% 2.44% 0.07% 3.0％ 合計 930,000円 930,000円 0円

均等割 6,200円 6,400円 200円 3.2％

平等割 8,300円 8,600円 300円 3.6％

所得割 9.82% 10.08% 0.26% 2.6％

均等割 28,000円 28,800円 800円 2.9％

平等割 33,200円 34,100円 900円 2.7％

所得割 2.31% 2.14% ▲0.17％ ▲7.4％

均等割 8,800円 8,300円 ▲500円 ▲5.7％

平等割 4,600円 4,200円 ▲400円 ▲8.7％

所得割 12.13% 12.22% 0.09% 0.7％

均等割 36,800円 37,100円 300円 0.8％

平等割 37,800円 38,300円 500円 1.3％

（年額）

給与 年金 現行税率 改定案 増減 増加率 現行税率 改定案 増減 増加率 現行税率 改定案 増減 増加率 現行税率 改定案 増減 増加率 超 以下 割合

33万円 98万円 103万円 18,300 18,800 500 2.7% 22,300 22,500 200 0.9% 33,300 33,600 300 0.9% 41,600 42,300 700 1.7% － 33万円 42.2%

40万円 105万円 110万円 37,400 38,400 1,000 2.7% 45,700 46,100 400 0.9% 64,100 64,600 500 0.8% 78,100 79,000 900 1.2% 33万円 40万円 1.9%

60万円 125万円 130万円 57,000 58,500 1,500 2.6% 69,900 70,500 600 0.9% 88,300 89,000 700 0.8% 102,300 103,400 1,100 1.1% 40万円 60万円 5.7%

80万円 145万円 157万円 95,000 97,600 2,600 2.7% 116,500 117,600 1,100 0.9% 112,500 113,500 1,000 0.9% 126,500 127,900 1,400 1.1% 60万円 80万円 6.4%

100万円 167万円 183万円 126,900 130,300 3,400 2.7% 155,700 157,100 1,400 0.9% 170,300 171,700 1,400 0.8% 150,800 152,400 1,600 1.1% 80万円 100万円 6.2%

150万円 240万円 250万円 176,000 180,700 4,700 2.7% 216,400 218,200 1,800 0.8% 253,200 255,300 2,100 0.8% 253,300 255,800 2,500 1.0% 100万円 150万円 14.5%

200万円 312万円 317万円 225,100 231,100 6,000 2.7% 277,000 279,300 2,300 0.8% 313,800 316,400 2,600 0.8% 341,800 345,200 3,400 1.0% 150万円 200万円 9.1%

250万円 380万円 383万円 274,200 281,500 7,300 2.7% 337,700 340,400 2,700 0.8% 374,500 377,500 3,000 0.8% 402,500 406,300 3,800 0.9% 200万円 250万円 5.0%

300万円 443万円 445万円 323,300 331,900 8,600 2.7% 398,300 401,500 3,200 0.8% 435,100 438,600 3,500 0.8% 463,100 467,400 4,300 0.9% 250万円 300万円 3.3%

400万円 568万円 563万円 421,500 432,700 11,200 2.7% 519,600 523,700 4,100 0.8% 556,400 560,800 4,400 0.8% 584,400 589,600 5,200 0.9%

500万円 689万円 681万円 519,700 533,500 13,800 2.7% 640,900 645,900 5,000 0.8% 677,700 683,000 5,300 0.8% 705,700 711,800 6,100 0.9%

600万円 800万円 795万円 617,900 634,300 16,400 2.7% 762,200 768,100 5,900 0.8% 799,000 805,200 6,200 0.8% 827,000 834,000 7,000 0.8%

700万円 911万円 901万円 716,100 735,100 19,000 2.7% 876,100 890,300 14,200 1.6% 904,100 923,900 19,800 2.2% 924,900 930,000 5,100 0.6%

800万円 1,021万円 1,006万円 770,000 770,000 0 0.0% 930,000 930,000 0 0.0% 930,000 930,000 0 0.0% 930,000 930,000 0 0.0%

　※ 年金収入による所得金額は、65歳未満の方の所得計算により算出。

　※ 条件：収入は世帯のうち1人のみ。

医療+支援

+介護

介護あり

資料２　改定案税率による保険税額の現行との比較

現行税率 平成30年度保険税率
医療

改定案

・確定係数の保険税を確保する税率で【所得割：

平等割：均等割】の割合現行通り

・【医療・支援・介護】財源通り

　⇒医療・支援引き上げ、介護が引き下げ

支援

医療+支援

介護なし

介護

所得

金額

換算収入（概数） １人世帯（介護なし） ２人世帯（介護あり40歳～64歳） ３人世帯（介護あり2人+介護なし１人） 所得区分別世帯割合（H29)

300万円 400万円 2.6%

１人世帯（介護あり40歳～64歳）

1.4%

500万円 － 1.7%

400万円 500万円

7割軽減該当範囲

5割軽減該当範囲

2割軽減該当範囲

【1世帯あたり被保険者数の構成割合】

1人世帯59％、2人世帯33％、3人世帯5％、4人以上世帯3％


